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不適切な会計処理の判明と四半期報告書の提出見込みについて 

  

 このたび、平成２７年３月期第２四半期の決算手続きにおいて、下記のとおり不適切な会

計処理が行なわれていたことが判明し、追加的監査手続きが必要となりますため、平成２７

年３月期第２四半期報告書が提出期限までに提出できない見込みとなりました。 

なお、当該四半期報告書の提出期限の延長申請を関東財務局に行なう方向で検討しており

ますことを、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．不適切な会計処理について 

平成２６年１０月上旬、当社北関東支店の社員の報告により一部工事代金の原価を他

の工事の原価とする原価移動が行なわれていたことが判明したものであります。 

これまでの調査により、約１億７千万円の原価の過少計上が確認されております。な

お、当該金額は現時点で判明しているものであり、今後変わる可能性もございます。 

 

２．今後の調査について 

上記事象の判明を受け、社内調査委員会を組織して調査を進めてまいりましたが、今

後は、より厳格な調査を行なうとともに調査の客観性・信頼性を高めることを目的とし

て、当社と利害関係のない外部有識者（弁護士または公認会計士等）からなる第三者委

員会を組織して調査を行なう予定であり、決定次第、公表いたします。 

なお、現時点で業績に与える影響は不明ですが、調査結果が明らかになり次第、速や

かに公表いたします。 

 

３．四半期報告書の提出見込み 

調査は、可能なかぎり迅速に実施いたしますが、一定の時間を要すること、および、

監査法人の追加的監査手続きが必要なため、平成２７年３月期第２四半期報告書を提出

期限（平成２６年１１月１４日）に提出できない見込みであり、関東財務局に当該四半



  

期報告書の提出期限の延長申請を行なう方向で検討中であり、決定次第、公表いたしま

す。 

なお、平成２７年３月期第２四半期決算短信につきましても、平成２６年１１月１４

日までに開示できない見込みとなりました。 

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけするこ

とをお詫び申し上げます。 

         以 上 

 


